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▲

完
成
間
近
の
西
府
駅
︵
平
成
21
年
３
月
14
日
開
業
︶

　

平
成
20
年
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
１
日
か
ら
17
日
ま
で
の
17
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、
府
中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
な
ど
８
件
を
審
議
し

た
結
果
、
す
べ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
提
出
議
案
は
、
府
中
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
な
ど
５
件
を
審
議
し
、

す
べ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
陳
情
９
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
平
成
2020
年年  

第
４
回
定
例
会

第
４
回
定
例
会

　

今
定
例
会
で
市
長
か
ら
、「
府

中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て

の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

都
市
計
画
税
の
税
率
は
、
地

方
税
法
に
よ
り
上
限
が
１
０
０

分
の
０・３
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
本
市
で
は
条
例
に
お
い

て
、
納
税
者
の
税
負
担
の
緩
和

を
図
る
た
め
の
特
例
措
置
と
し

て
、
税
率
を
１
０
０
分
の
０・２

と
し
て
き
ま
し
た
。

　

本
議
案
は
、
こ
の
適
用
期
間

が
平
成
20
年
度
を
も
っ
て
終
了

す
る
た
め
、
21
年
度
分
以
降
の

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
も
、
土

地
価
格
等
の
動
向
を
勘
案
し
て
、

特
例
措
置
を
継
続
し
、
引
き
続

き
納
税
者
の
税
負
担
の
緩
和
を

図
る
も
の
で
す
。
な
お
、
特
例

1313

府
中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を

府
中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を

　　

  

改
正
す
る
条
例
な
ど　

議
案
を
審
議

改
正
す
る
条
例
な
ど　

議
案
を
審
議措

置
の
適
用
期
間
を
21
年
度
か

ら
23
年
度
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。

　

総
務
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、

委
員
か
ら
、「
納
税
は
国
民
の

義
務
で
あ
る
が
、
現
在
の
厳
し

い
経
済
環
境
の
中
、
税
負
担
の

緩
和
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の

期
待
も
あ
る
た
め
、
本
案
に
賛

成
す
る
」、「
今
後
の
固
定
資
産

税
及
び
都
市
計
画
税
の
税
負
担

を
勘
案
し
、本
案
に
賛
成
す
る
」

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い

て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
本
会
議
で
総
務
委

員
長
か
ら
審
査
報
告
が
あ
り
、

審
議
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
多
摩
地
域
の
﹁
裁
判
所
支
部

の
本
庁
化
﹂
及
び
﹁
裁
判
所
八

王
子
支
部
の
存
置
﹂
を
求
め
る

意
見
書

　

東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支

部
と
家
庭
裁
判
所
八
王
子
支
部

は
、
平
成
21
年
３
月
ま
で
に
立

川
市
へ
移
転
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

本
市
議
会
は
国
会
、
政
府
及

び
最
高
裁
判
所
に
対
し
、
多
摩

地
域
に
、
人
口
等
に
対
応
で
き

る
規
模
の
地
方
裁
判
所
及
び
家

庭
裁
判
所
本
庁
を
早
期
に
設
置

し
、
当
面
は
立
川
市
に
移
転
す

る
支
部
を
大
規
模
地
方
裁
判
所

に
匹
敵
す
る
機
能
及
び
組
織
を

有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
な
ど

２
項
目
を
要
望
す
る
。

◎
都
市
再
生
機
構
住
宅
の
家
賃

の
値
上
げ
の
見
合
わ
せ
と
高
家

賃
の
引
き
下
げ
等
を
求
め
る
意

見
書

　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機

構
は
、
継
続
居
住
者
の
家
賃
を

「
３
年
ご
と
に
見
直
し
、
近
傍

同
種
の
住
宅
の
家
賃
額
と
均
衡

を
失
し
な
い
よ
う
定
め
る
」
と

し
て
い
る
。
値
上
げ
が
行
わ
れ

る
と
、
居
住
者
に
と
っ
て
、
家

賃
が
一
層
過
大
な
負
担
と
な
る
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政

府
や
関
係
機
関
に
対
し
、
継
続

居
住
者
の
家
賃
値
上
げ
を
見
合

わ
せ
、
高
家
賃
を
引
き
下
げ
る

こ
と
な
ど
３
項
目
を
要
望
す
る
。

◎
武
蔵
野
の
森
総
合
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
整
備
促
進
に
関
す
る
意

見
書

　

都
は
、
武
蔵
野
の
森
総
合
ス

ポ
ー
ツ
施
設
建
設
基
本
計
画
に

つ
い
て
、
東
京
国
体
の
実
施
に

向
け
、
計
画
を
見
直
し
、
新
た

な
基
本
構
想
を
策
定
、
施
設
整

備
を
進
め
る
こ
と
を
提
案
し
、

府
中
市
を
含
む
地
元
３
市
も
本

提
案
を
了
承
し
た
。

　

本
市
議
会
は
、
都
に
対
し
、

基
本
構
想
策
定
に
当
た
っ
て
は

地
元
３
市
の
要
望
を
踏
ま
え
、

具
体
的
な
整
備
計
画
を
早
期
に

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
整

備
が
着
実
に
な
さ
れ
る
よ
う
取

り
組
む
こ
と
を
要
望
す
る
。

◎
食
料
自
給
力
の
向
上
・
食
の

安
全
に
関
す
る
意
見
書

　

日
本
に
と
っ
て
、
食
料
安
全

保
障
の
確
立
が
緊
急
か
つ
最
重

要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
は
、
平
成
17
年
に「
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
を
策

定
し
、
食
料
自
給
率
の
目
標
設

定
等
を
位
置
付
け
た
が
、
わ
が

国
の
食
料
自
給
率
は
既
に
40
％

に
ま
で
低
下
し
、
第
一
次
産
業

は
危
機
的
状
態
に
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国

に
対
し
、
食
料
増
産
と
食
料
自

給
向
上
に
向
け
た
、
総
合
的
な

政
策
を
策
定
す
る
こ
と
な
ど
５

項
目
を
要
望
す
る
。

　

最
終
日
の
本
会
議
で
市
長
か

ら
、
家
庭
ご
み
の
収
集
方
法
に

つ
い
て
、
ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
収

集
方
式
を
廃
止
し
、
家
庭
ご
み

の
有
料
化
、
戸
別
収
集
方
式
の

導
入
を
行
い
、
実
施
時
期
は
平

成
22
年
２
月
を
予
定
し
て
い
る

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
議
員
か
ら
、

「
市
は
経
費
負
担
を
市
民
に
求

め
る
の
で
な
く
、
国
へ
拡
大
生

産
者
責
任
を
強
く
求
め
て
い
く

こ
と
等
を
す
べ
き
で
あ
る
」、

「
今
、
結
論
づ
け
る
こ
と
は
市

民
合
意
の
点
か
ら
、
今
後
の
ご

み
行
政
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と

な
る
」、「
現
時
点
で
の
了
承
は
、

市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
発
展
に
必
ず
し
も
い
い

結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
可
能
性

が
高
い
」、
一
方
、「
き
め
細
か

い
、
わ
か
り
や
す
い
タ
ウ
ン
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
を
要
望
す

る
」、「
多
く
の
市
民
が
理
解
、

納
得
し
て
行
う
こ
と
や
変
更
に

よ
る
経
費
負
担
に
対
し
、
今
ま

で
実
施
し
て
き
た
多
く
の
施
策

等
を
今
以
上
に
推
進
す
る
こ
と

を
条
件
に
賛
成
す
る
」、「
多
く

の
市
で
見
直
し
が
進
ん
で
い
る

中
、
本
市
が
ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス

を
使
い
続
け
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で

本
報
告
は
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

家
庭
ご
み
の
収
集
方
法

家
庭
ご
み
の
収
集
方
法

見
直
し
の
市
長
報
告
を
了
承

見
直
し
の
市
長
報
告
を
了
承  


